
（様式－１）                                              （平成２７年４月１日作成・令和３年１２月更新） 

事  務  処  理  フ  ロ  ー  図 

事務名  自動車税種別割（普通徴収分）の減免事務                作成部署 主税局課税部計画課自動車税班     電話 5388-2954                         

《事務処理フロー図》          《事務処理フロー図の説明》 

        標準処理期間  計３０日 

 申  申請期限：当該年度の納期限まで 

                                  

 請   申請書                            通知書 

○ 申請                                                  ○ 

者  

 

  

自      

 動                             

 車   ○ 要件審査                     通知 

 税    （窓口受付）  

 事 

務 

所               

 ※1     （※1 都税事務所・支庁を含む） 

 

     

     

 自          15日         10日      5日 

 動    ○      ○      ○       〇         〇 

 車     書類審査    現況調査   電算入力     決定    

 税    

 課         実質審査 

 ※2 

       （※2 都税総合事務センター自動車税課） 

 

 

項番 項 目 説 明 

 

１ 

 

 

要件審査 

提出された書類に不備や記載漏れ等がない

か審査します。 

 

２ 

 

 

実質審査 

書類の内容が、都税条例等に規定する条件 

を満たしているかどうか審査します。 

 

３ 

 

 

電算入力 

決定した内容を電算入力します。 

 

４ 

 

 

許可・不許可決定 

審査した結果、減免に該当する場合には許

可、該当しない場合には不許可の決定をしま

す。 

 

５ 

 

 

通知 

納税義務者に決定内容を文書で通知します。 

 

６ 

 

 

 

 

 

７ 

 

  

 

８ 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 


